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木曽川景観協議会の取り組みについて 

 

１．協議会について 

  各務原市・犬山市において、美しい木曽川景観を守っていくために、木曽川沿岸区

域における建築行為があった際、対岸からの景観についても配慮されているか確認す

るために景観保護の観点から両市を中心として協議を行っています。 

  令和 5年度(2023年度)については、各務原市の住宅 2件、コンビニののぼり旗 1件

について協議を行いました。 

 

２．事業内容 

 ○連絡調整会議 

・第一回(令和 5年(2023年)4月 28日)  

 ・今後の予定について 

 ・犬山市遊覧船を利用した動画・写真撮影 

・第二回(令和 5年(2023年)11月 16日)  

 ・令和 4年度(2022年度)届出物件の確認 

 ・令和 5年度(2023年度)協議物件の確認 

 ・景観パトロール 

 

○第 20回木曽川景観協議会 

・令和 5年(2023年)7月 12日に実施 

・令和 5年度(2023年度)事業計画案等、全議案賛成多数にて承認 

・木曽川右岸（鵜沼宝積寺）の堤防整備について（木曽川上流河川事務所報告） 

・木曽川景観 PR動画成果物の試写 

 

○木曽川景観 PR動画作成事業 

 ・概要 

令和 3年度(2021年度)、令和 4年度(2022年度)の 2ヶ年、各年度事業として動

画作成委託を行い、既存動画素材や事務局による撮影動画素材を併用し、木曽川景

観と人々の営みを主題とする動画を作成した。 

 ・目的 

  木曽川の景観が流域の多様な営みによって形づくられ、継承されてきたという事

を広く PRすることで、木曽川の景観保護意識を啓発する。 

 ・内容 

  木曽川沿いの景勝地や、木曽川流域の祭りや行事、歴史文化をいくつかの切り口

でまとめ、数分の動画数本を作成し、YouTubeチャンネルに掲載した。令和 5年度

以降も年度ごとに単発のテーマを設定し、協会事務局職員による作成動画を追加し

ながら継続事業とすることを想定している。現在は、「鵜匠の一年」をテーマに動

画素材を集めている。 

 

○木曽川景観啓発活動 

 ・木曽川ロングラン花火に合わせ、啓発チラシを配布した（令和 5年(2023年)8月

4日） 
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